
千葉県公立学校教員修学資金貸付条例施行規則の一部を改正する規則（概要） 

 

 

１ 改正理由 

行政手続等における押印見直し方針（令和３年３月８日付け行革第６４８号・政法

第１４１０号）に基づき、一部の様式について押印の義務付けを廃止するための改正

を行う。 

 

２ 改正内容 

           「     「 

 

（１）別記第２号様式中     を     に改めた。 

 

               」     」 

 

（２）別記第４号様式から第１４号様式まで及び第１６号様式から第１９号様式まで

の規定並びに第２１号様式中「㊞」を削った。 

 

３ 施行期日 

 令和５年４月１日 
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